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大学点検・評価委員会規程 

（1999年11月15日規約第99―32号） 

《所管：経営企画課長》 

  

（設置） 

第１条 本学の教育・研究を自主的に改革し、その一層の充実と発展を図るため、全学的・総合的に

自己点検および自己評価を行い、併せて認証評価機関による認証評価受けるために「大学点検・評

価委員会」（以下「委員会」という。）を設置する。 

（職務） 

第２条 委員会は、大学の自己点検・評価を行うこととし、また、本学が認証評価機関による認証評

価を受けることを目的として、次の各号に定める職務を行う。 

一 自己点検・評価項目および方法の設定ならびに変更 

二 大学全体の自己点検・評価の実施 

三 各学部および大学院研究科において行う自己点検・評価に関する評価の実施 

四 自己点検・評価報告書の作成 

五 自己点検・評価結果の公表 

六 認証評価機関の決定 

七 認証評価結果の公表 

八 前各号のほか、目的達成のために委員会が必要と認めた事項 

（所管） 

第３条 委員会は、総長室経営企画課が所管する。 

（構成） 

第４条 委員会は、次の者をもって構成する。 

一 総長が指名する理事 若干人 

二 各学部および大学院研究科における学術院長補佐（自己点検・評価担当） 

三 図書館長が関連する箇所等との協議を経て指名する者 １人 

四 研究教育センターが管理委員のうちから選出した者 各１人 

五 大学総合研究センターが大学総合研究センター所長もしくは副所長、またはその職務を経験し

た者のうちから選出した者 １人 

六 総長が指名する教職員 若干人 

２ 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。 

２ 委員が欠けたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第６条 委員会に、委員長１人を置く。 

２ 委員長は、委員会の業務を総括し、委員会を代表する。 

３ 委員長は、委員のうちから総長が指名する。 

４ 委員長の任期は、２年とする。 

５ 委員長が欠けたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（副委員長） 

第７条 委員会に、副委員長若干人を置く。 

２ 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときまたは事故があるときは、その職務を代行す

る。 

４ 副委員長の任期は、委員長の任期に従う。 

（運営） 

第８条 委員会は、委員長が招集し、その議事を整理する。 

２ 委員会は、委員の過半数によって成立し、出席委員の過半数をもって決議する。 

３ 前項の規定にかかわらず、委員の３分の２以上が書面または電磁的記録により意思表示をし、そ
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の３分の２以上が同意の意思表示をしたときは委員会の決議があったものとみなす。 

（認証評価機関） 

第９条 委員会は、文部科学大臣が定めた期間ごとに文部科学省が認証した認証評価機関のうちから

一つを選び、大学の機関認証評価を受け、その結果を公表するものとする。 

２ 委員会は、前項とは別に、文部科学大臣が定めた期間ごとに文部科学省が認可した専門職大学院

の認証評価機関のうちから一つを選び、専門職大学院の認証評価を受け、その結果を公表するもの

とする。ただし、当該専門職大学院の認証評価機関がない場合については、文部科学大臣の定める

ところに従うこととする。 

（学部・大学院研究科委員会の設置） 

第９条の２ 各学部および大学院研究科に自己点検・評価委員会（以下「学部等委員会」という。）

を置く。 

２ 学部等委員会は当該部門の自己点検・評価を主体的かつ具体的に実施する。 

３ 学部等委員会の委員および運営については、当該学部等委員会ごとに定める。 

４ 学部等委員会は、自己点検・評価の結果を学部・大学院研究科自己点検・評価報告書として委員

会に提出する。 

（点検・評価専門委員会） 

第10条 委員会のもとに、専門職大学院の認証評価を受けるために点検・評価専門委員会（以下「専

門委員会」という。）を置くことができる。 

２ 専門委員会は、委員長が指名する委員および認証評価を受ける専門職大学院の教職員若干人をも

って構成する。 

３ 専門委員会の運営に関する事項は、別に定める。 

（外部評価） 

第11条 委員会は、自己点検・評価の妥当性と客観性を高めるため、外部評価を受ける。 

２ 前項の外部評価について必要な事項は、別に定める。 

（事務） 

第12条 委員会の事務は、総長室経営企画課および教務部教育企画課が協力して行う。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、1999年11月15日から施行し、自己点検委員会設置要綱（1995年規約第94―42号）は、

この規程施行の日をもって廃止する。 

（任期の特例） 

２ 第５条第１項および第６条第４項の規定にかかわらず、この規程施行後最初に選任された委員お

よび委員長の任期は、2002年10月31日までとする。 

附 則［整理］（2000年11月22日規約第00―45号） 

この規則は、2001年４月１日から施行する。 

附 則（2003年３月27日規約第02―60号の４） 

この規程は、2003年４月１日から施行し、改正前の第４条第６号の規定により体育局協議員のうち

から選出されている委員の任期は、2003年３月31日をもって終了とする。 

附 則（2004年９月15日規約第04―14号の14） 

この規則は、2004年９月16日から施行する。 

附 則［整理］（2005年12月６日規約第05－47号） 

この規則は、2006年４月１日から施行する。 

附 則（2007年11月12日規約第07－57号） 

この規程は、2007年11月12日から施行する。 

附 則（2008年５月９日規約第08－５号） 

この規程は、2008年５月９日から施行する。 

附 則［整理］（2009年３月31日規約第08－86号の１） 

（施行期日） 

１ この規則は、2009年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この規則の施行の際現に在任する改正前の大学点検・評価委員会規程第４条第３号の規定による

委員は、その任期が満了する日までの間は、引き続き委員として在任するものとする。 

附 則（2011年10月28日規約第11―35号） 

この規程は、2011年10月28日から施行する。 

附 則［整理］（2016年３月８日規約第15―80号） 

（施行期日） 

１ この規程は、2016年３月８日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程のうち、第２条の施行の際現に在任する改正前の大学点検・評価委員会規程第４条第５

号の規定による委員は、その任期が満了する日までの間は、引き続き委員として在任するものとす

る。 

附 則［整理］（2017年６月９日規約第17―８号の10） 

この規則は、2017年６月１日から施行する。 

附 則（2017年６月30日規約第17―８号の16） 

この規程は、2017年６月１日から施行する。 

附 則（2020年１月７日規約第19―48号） 

この規程は、2020年１月７日から施行する。 

附 則（2022年７月29日規約第22―16号） 

この規則は、2022年９月21日から施行する。 


